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かんたん農業簿記 操作マニュアル 

所得税申告書 定額減税の入力方法 

最終更新日：2025/01/23 

ミライソフト（有） 

 

令和 6年分所得税について、定額による所得税の特別控除（定額減税）が実施されています。 

 定額減税の対象となる方 

居住者で、令和 6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である方 

 定額減税の額 

定額減税の額は、次の金額の合計額（所得税額が限度） 

本人 30,000 円 

同一生計配偶者 30,000 円 

扶養親族 １人につき 30,000 円 

 

定額減税の詳細については、国税庁ホームページ「定額減税について」をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm 

 

１．令和６年分特別税額控除 

44 欄の人数に、あなたを含めた控除の対象となる人数を入力します。 

控除額が自動計算されます。（人数×30,000 円） 

 

 

 
人数を入力後に、下記メッセージが表示された場合は、配偶者控除または扶養控除で定額減税対象者の 

入力が必要となります。金額計算後、次ページの２、３の入力も行ってください。 

 

 

控除額を入力後、[計算]ボタンをクリックし、金額が再計算されていることを確認してください。 

 

 

定額減税の対象があなただけの場合は、以上で入力は完了です。 

配偶者や扶養親族も対象となっている場合は、次ページの２、３の入力も行ってください。 

  

自動計算された金額が実際の

控除額と異なる場合は直接金

額を修正してください。 
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２．定額減税の対象となる同一生計配偶者がいる場合 

 

 

３．定額減税の対象となる扶養親族がいる場合 

 

 

第二表を表示し、定額減税の対象者の「その他」に 2 が表示されていることを確認してください。 

 

 

以上 

「定額減税」にチェックをつけ、

[転記]ボタンをクリック 

対象となる扶養親族の「定額減税」に 

チェックをつけ、[転記]ボタンをクリック 


